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特別史跡熊本城跡保存活用委員会運営要綱 

 

          制定 平成２１年 ４月 １日市長決裁 

          改正 平成２３年 ４月 １日熊本城総合事務所長決裁 

             平成２３年 ６月２１日熊本城総合事務所長決裁 

             平成２３年 ８月１７日市長決裁 

             平成２４年 ３月２１日熊本城総合事務所長決裁 

             平成２５年１０月 １日熊本城総合事務所長決裁 

             平成２６年 ３月２８日熊本城総合事務所長決裁 

             平成２７年 ３月３０日市長決裁 

             平成２９年 ３月２４日熊本城調査研究センター副所長決裁 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、今後の熊本城（旧城域をいう。以下同じ。）の保存と活用のあり方に

ついて、文化財保護、魅力づくり及び地域の活性化などの観点から、幅広く総合的に検

討するため、特別史跡熊本城跡保存活用委員会（以下「委員会」という。）の運営に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次の事項について審議を行うものとする。 

(1) 熊本城の保存と活用に関する事項 

(2) 熊本城及び惣構の魅力づくりと地域の活性化に関する事項 

（組織） 

第３条 委員会の委員は、市長が委嘱する。 

２ 委員会は、２０人以内をもって組織する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故あるとき又は委員長がかけたときは、委員長があらかじめ指名するもの

が、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員長は、必要があるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴き、又は

資料の提出を求めることができる。 

（専門部会） 



第７条 委員会は、専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は、第２条に掲げる事項について専門的かつ詳細な検討を行い、その結果を委

員会に報告する。 

３ 専門部会に、部会長を置く。 

（事務局） 

第８条 委員会の庶務は、熊本城調査研究センターにおいて処理する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２３年６月２１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２３年８月１７日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２６年 ４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２７年 ４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年 ４月１日から施行する。 

  



№
ふりがな

氏 名
職 名 分 野 役 職 等

1 新任 1期目 池田
い け だ

　美樹
み き

委員 公募
劇団きらら
代表

2 新任 1期目 小粥
お が い

　祐子
ま さ こ

委員 日本建築史学
崇城大学工学部建築学科
准教授

3 再任 ２期目 小畑
お ば た

　弘
ひろ　

己
き

委員
考古学

（史跡）
熊本大学大学院
教授

4 再任 ３期目 河島
かわしま

　一夫
い つ お

委員
地元地域

（城東校区）
熊本県商店街振興組合連合会
会長

5 再任 ２期目 小堀
こ ぼ り

　俊夫
と し お

委員長 文化振興
熊本県文化協会
専務理事

6 新任 1期目 田中
た な か

　尚人
な お と

委員 土木工学
熊本大学大学院先端科学研究部
准教授

7 新任 1期目 野田
の だ

　珠
たま

実
み

委員
経済界

（地域活性化）
熊本経済同友会
副代表幹事

8 新任 1期目 橋本
はしもと

　和彦
かずひこ

委員
地元地域

（一新校区）
一新まちづくりの会
代表理事

9 再任 ３期目 服部
はっとり

　英雄
ひ で お

委員 文化財・歴史学
名古屋城調査研究センター
所長

10 新任 １期目 原山
はらやま

　明博
あきひろ

委員
経済界

（地域活性化）
熊本商工会議所
専務理事

11 新任 1期目 水上
みずかみ

　紗
さ

智子
ち こ

委員 植物 樹木医

12 再任 ２期目 森崎
もりさき

　正之
まさゆき

委員 観光
日本旅行業協会熊本県地区委員
会
副委員長

13 再任 ３期目 山田
や ま だ

　貴司
た か し

委員 歴史学
福岡大学人文学部
准教授

特別史跡熊本城跡保存活用委員会委員
（令和５・６年度（2023・2024年度））

令和６年（2024年）７月１日現在
（50音順）

任 期
（１期２年）

　※　任期　令和５年（2023年）６月１日～令和７年（2025年）５月31日

　※　原山委員は令和６年（2024年）７月１日付け委員就任
 



 



令和５年度（2023年度）第３回特別史跡熊本城跡保存活用委員会　主な意見

■日　時　 令和６年（2024年）２月27日（火）午後１時30分から午後３時30分
■場　所　 市民会館シアーズホーム夢ホール　大会議室（小ホール）
■出席者　 小堀委員長、小畑委員、河島委員、坂本委員、田中委員、野田委員、橋本委員、

服部委員、水上委員、森崎委員、山田委員　計11人（池田委員及び小粥委員は欠席）

【前回委員会の主な意見】

【協議】
(1)　熊本城の活用について

№ 委　員 委員意見 当日の回答 備　考

３

坂本委員 　以前からお伝えしているが、熊本城公園の中での催事開催はいい方向
だと思っている。許可基準という形で、こういうことをすれば許可しま
すというスタンスだと思うが、アンケートを見ると、もっとイベントが
あったほうが使いやすい、行ってみたくなるという意見がある。
　熊本城公園内での催事利用については、積極的に進めようという姿勢
なのか、それとも催事利用したい方がいれば許可するというスタンスな
のか。許可基準を作成するにあたり、方向性・目的をもう少し明確にし
たほうがいいのではないか。

　前提として保存があるため、先ほど
説明したとおり注意事項等をまずお示
ししている。ただ、活用にも力を入れ
ていきたいと思っており、積極的な方
向を考えている。

【総務管理課】
　許可基準要綱第１条に目的を記載
している。

２

坂本委員 　アンケートについて、いろいろな意見があるのだなと拝見した。これ
に対する評価や考えについて御説明いただきたい。

　今回は市民の方々から意見をまずい
ただき、今回の取組方針等々の議論の
場で、委員の皆様方の活発な意見をい
ただくための参考資料としてまとめた
ところ。今後、これを基に事務局でも
検討していきたいと考えている。

１ － － －

№ 委　員 委員意見 当日の回答 備　考

資料１

資料1-1



№

４

委　員
　熊本城マラソンで大勢の人が集まる
ということで、二の丸広場の地下遺構
に影響があるのかどうか、以前取り組
んだ。広場の中でレーダー探査を行
い、考えられる遺跡の深さをまず把握
したうえで、その深さに対してどれぐ
らいの数の人の圧力が影響を及ぼすの
かを業者に委託して報告書を作成して
もらった。遺跡の深さは地表面から
50cm程度と評価でき、それに対する人
の重さの影響は考えなくていいだろう
という結果だった。むしろ、車両の
轍、幅が狭い重量物の影響を見るべき
で、延べ人数が何人だから影響がある
という深さではないという結論をいた
だいている。さらに平成28年熊本地震
の後、令和３年度（2021年度）に二の
丸広場全体の暗渠排水管の付け替え工
事があったので、その際に遺跡の深さ
を再確認している。江戸時代の土層、
当時の地表面も含めてだが、そこまで
の深さは概ね50cmはある。場所によっ
ては80cm、１mでも出てこないという箇
所もあるが、全体的に50cmと見ていい
と思っている。縁辺の園路ではそれよ
り少し浅い箇所があるということも実
証できたが、舗装しているので何人以
上来たら地下遺構に影響があるという
ことはないと考えている。むしろ、重
量物の設置や車両の乗り入れ、特に天
気に左右されて影響が及ぶ可能性は否
定できないと思うので、そういった点
が注意事項になると考えている。

委員意見 当日の回答 備　考
小畑委員 　本委員会は保存・活用を議論する委員会である。活用については大事

になってきており、社会的に要請されていることも十分承知している
が、今まで文化財、特に熊本城の行事に関わってきた立場から申し上げ
ると、一つのイベントで何人来るのかが気になる。二の丸広場の下には
遺構があるが、そこにどのような負荷がかかるのかといった細かな議論
を行ってきた。そういった経緯から、歯止めはどこでかけることができ
るのかが疑問である。許可が通れば、スケジュールが許せば、多くの人
を入れていいのか。そういった点を少し考慮していただきたいし、今は
全くそれが見えないと思う。何人の人が集まり、どの程度の負荷がかか
れば地下の遺構に影響が及ぶのかというデータは持っていないので、一
体何人程度が適当なのかは他の城郭や史跡を調査していただきたいし、
許可基準をクリアすれば全て受け入れるという姿勢でいいのかについて
は考えていただきたい。修復は保存ではなく、今あるものを保護してい
かなければいけないという視点を持っていただきたい。
　また、市民アンケートに文化財を守りましょうという意見もあった
が、人を入れるときにもう一つ考えていただきたいのは、生徒や学生が
修学旅行も含めてどの程度来られるのかだと思う。観光客は今後どの程
度増えていくのか、今後どちらを優先するべきかとなった場合、私は当
然ながら教育を優先するべきだと思うが、そういったことを含め、熊本
城に年間何人の人が来て、それが遺跡・地下に対してどういうダメージ
を与えるのか、こういう視点を考慮いただきたい。

資料１

資料1-2



【協議】
(1)　熊本城の活用について

　個別事項に関しては、丁寧にそういう部分も考慮されるということで
理解した。

小畑委員

７

森崎委員 　資料２－１の７ページ「インバウンドを含めた来城者の理解促進のた
めの環境整備」という箇所について、外国人に対する対応がある。TSMC
（台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー（台湾
積体電路製造））効果で台湾の方が多く訪れている。外国人の方はどち
らかといえば桜の馬場城彩苑までは行くが、観光ルートとして距離が長
いので、熊本城まではなかなか入らないことが多い。桜の馬場城彩苑か
ら歩くのは身体的な辛さがあるので、熊本城は遠くから眺めるだけとい
うのがインバウンドの観光コースでは多い状況である。短時間ルートで
熊本城を見ることができる観光ルートを開発・推奨していただければ良
いと思う。

【総務管理課】
　城郭という特性上、熊本城は起伏
が多く、歩く距離も長い。短時間の
滞在でも満足感を得られるような見
学ルート等について研究して参りた
い。

備　考№ 委員意見

５

６

森崎委員 　資料２－１の６ページに「小中学生に向けた学習用Webコンテンツの作
成」とあり、これは非常にいいことだと思うが、「小中学生」とはどの
地域に向けたコンテンツにしていくのか。熊本県内・市内だけなのか。
熊本県外の地域に向けてのコンテンツを作成していくのか。また、小中
学生だけではなく高校生も修学旅行で熊本を訪れるので、その辺も含め
て検討していただきたい。
　正式には熊本県に御確認いただきたいが、どの都道府県の方が熊本に
宿泊される方が多いか。小学生は鹿児島県と長崎県から来られる方が多
い。中学生は同じく鹿児島県、長崎県、佐賀県、沖縄県。高校生は大阪
府から来られる方が多いので、そこに向けてコンテンツの作成や、こう
いうことをやっていますというプロモーションは必要だと思う。今、挙
げた地域は既に来熊している地域なので、それ以外の地域をターゲット
として狙っているのであれば、それ以外の地域を回っていったほうがい
い。

　小中学生向けのコンテンツは令和６
年度（2024年度）の予算で経費を計上
している。当初予定していたのは、熊
本市内の小中学生がタブレット端末を
１人１台持っているので、そこに作成
した解説的なものを提供できるのでは
ないかというところで、教育委員会と
打合せを行っている。しかしながら御
提案いただいたように、ターゲットを
どうするか、高校生をどうするか、そ
れから県内のこどもたちに向けてどう
するかという点については、応用でき
るようなことがあれば、ここに書いて
いるとおりWebを通してそれを活用して
いくということは検討させていただき
たい。

委　員 当日の回答

資料１

資料1-3



【協議】
(1)　熊本城の活用について

【総務管理課】
　「熊本市都市公園行為許可基準要
綱」において、興行については「環
境基本法（平成５年法律第９１号）
第１６条第１項の規定に基づく騒音
に係る環境基準を遵守すること」と
いう規定があり、これに準じること
となる。具体的には、音の発生源か
ら一番近い公園敷地の境界におい
て、昼間は55デシベル以下、夜間は
45デシベル以下が基準となる。

№ 委　員 委員意見 当日の回答

８

備　考
森崎委員 　資料２－２の１ページに「熊本城公園催事使用条件（案）」の記述が

あり、「禁止行為」の４行目に「公園利用者、周辺施設及び地域住民に
影響を及ぼす音響・照明の使用」とあるが、これは非常にデリケートな
問題だと思う。例えば、時間帯での縛りなどを明確に書かなければ、人
によってこの音量はいいが、人によってこの音量は駄目などいろいろな
問題が生じる可能性があるので、基準を明確に分かりやすくしていただ
きたい。

二の丸広場では音楽イベントが想定さ
れる。周囲には病院やマンションが
建っているが、スピーカーの向きをど
うするか、風向きの問題もある。今後
話を詰めていく中で、ある程度の基準
的なものは、加えていく必要があるだ
ろうとは考えている。

９

森崎委員 　資料２－２の２ページに「有料公開区域」の供用時間が記載されてい
る、午前６時から午前８時半、午後５時半から午後９時の間に展示会の
開催は厳しいと思う。非常にハードルが高いと思うが、日中の時間でも
制限をつけて開催できないか、検討の余地に入れていただきたい。そう
することで広く活用できるのではないか。

　有料区域の時間については、特に天
守閣前広場は映像的に背景の訴求力が
あるので、当然ながら開園時間になれ
ばお客様がいる。そうなればお客様に
対する配慮も必要ということでこうい
う時間設定になっているが、例外的な
もの、それであれば仕方がないという
ようなケース、事前に告知できている
ケース、観光客の方も一緒に見て楽し
めるというものであれば、例外的なも
のも許可できるのではないかと考えて
いる。

資料１

資料1-4



【協議】
(1)　熊本城の活用について

11

森崎委員 　本申請の後に主催者側のやんごとなき理由で取り消しする場合の取消
料のようなことは明記できるか。

　取消料については、この許可基準要
綱は来年度の第１回保存活用委員会の
中で、改めて御審議いただくことにし
ているので、今後詰めていく中で、明
記できるものは明記していきたい。

【総務管理課】
　許可基準要綱にキャンセル料を規
定することはできないが、熊本市都
市公園条例第20条及び熊本市都市公
園既納使用料還付基準の規定によ
り、天候不良や災害等により使用で
きない場合や、熱中症の危険性が高
く中止した場合、使用する日の７日
前までに中止を申請した場合などは
使用料を還付することができる。

備　考委　員 委員意見
森崎委員 　資料２－２の３ページに「熊本城公園における催事開催の許可判断ス

キーム」が記載されているが、審査会議のメンバー構成が熊本市の組織
だけになるので、情報開示が大切だと思う。

　審査会議のメンバー構成について
は、市の内部職員だけになっており、
どのような判断で許可するのか、却下
するのかという点は、やはり非常に透
明性が大事だと内部でも話をしてい
る。理解が得られるかどうかは分から
ないが、熊本城総合事務所の中には総
務管理課・復旧整備課・調査研究セン
ターに事務職以外の文化財専門職など
幅広い専門の職員がいるので、決して
職員が同じ方向を見ているわけではな
く、歯止めになる文化財専門職や推進
したいという職員がいるのも事実。文
化財課の職員も入っており、ある程
度、庁内でハンドリングできるであろ
うという想定のもとに、事務の効率化
などもあるが、こういったメンバー構
成にしている。ただし、審査の結果に
ついて透明性をもって公開していくと
いうことは大事だと思っている。

当日の回答№

10
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【協議】
(1)　熊本城の活用について

【総務管理課】
　今年度は、必由館高校の総合的な
探求の時間において、熊本城に関し
てもテーマに加えていただいてお
り、高校生とともに復旧や情報発信
について考える取組を進めていきた
いと考えている。

当日の回答 備　考№

田中委員 　文化財行政だけではなく、まちづくり一般でもそうだが、若年層のア
ンケート回答率が低いのが気になるところ。反映するのはなかなか難し
いかもしれないが、継続的に若年層の声を聞き続ける仕組が必要ではな
いかと思う。
　資料２－１の６ページにもあるが、「熊本城の本質的価値や復旧に関
する理解促進」というのは、文化財行政で一番大事なところだと思って
いる。もちろん観光も大事で、観光を否定するわけではないが、観光以
外の文化施策、例えば公教育の部分であるとか、シビックプライドとか
シチズンシップと言うが、熊本市民のふるさと教育は、文化財の教育が
担うべき点が大きいと思う。
　資料２－１の10ページで示されているように、熊本城総合事務所、観
光交流部及び文化創造部が連携して取り組むことは本当に大事なこと
で、これが功を奏すると思う。この３者が引っ張る文化広報、ＰＲの部
分、熊本城の復興が一丁目一番地の波及効果として、ほかのいろいろな
ところも潤うということを戦略的にアピールし、３者以外の部局との連
携につなげていくのが重要だと思う。
　市内の小学生から高校生が主体的にこの熊本城の復旧に携わることが
できる仕組、コンテンツを作ることはできないだろうか。大人が作った
コンテンツをこどもたちに与えるのではなく、こどもたちと一緒に提言
を作成するなどの場を作れないか。素晴らしい公教育の場になると思う
ので御検討いただきたい。

　若年層の意見の反映は重要なので、
機会を見て積極的に取り組んでいきた
い。

12

水上委員 　資料２－１の７ページの「インバウンドを含めた来城者の理解促進の
ための環境整備」について案内サインや解説板の充実とあるが、現在は
何か所ぐらい設置してあるか。樹木診断で熊本城内を周っているとヘル
メットを被っているせいか、観光客の方によく声をかけてもらう。約８
割が外国人で、身振り手振り伝えようとするが、なかなか伝わらないの
で、熊本城内・敷地内の案内板等があればそれを使って説明できるので
はと常々感じている。また、午後４時半頃に外国の方から博物館の方に
行きたいと話しかけられたが、博物館や熊本城の敷地内にある美術館の
営業時間等が分からないので、今から歩いていくとこれぐらい時間がか
かるから営業時間に間に合わないということもお伝えしたい。そういっ
た面で熊本城だけではなく、敷地内にある全ての施設を網羅した案内板
があれば、とても便利だなと感じた。検討をお願いしたい。

　検討する。

13

委　員 委員意見

資料１
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【協議】
(1)　熊本城の活用について

備　考

14

小堀委員長 　この委員会でも以前から教育が大事だという議論は度々出ている。若
年層のアンケート回答が少ないというのは、やはり関心を持ってないか
らだろう。ボーダーレスという施策も検討されているが、熊本城に小中
学生がより親しみを持てるような教育が非常に大事だと思う。
シビックプライドのお話しもあったが、平成28年熊本地震のときに傷つ
いた熊本城の姿を見て、我々は大きなショックを受けた。熊本城は我々
の心の拠り所だったのだと再認識した方が多かったと思う。今のこども
たちは平成28年熊本地震を知らない、物心ついていなかったということ
があるので、風化しないように、熊本城の価値を再認識した我々大人が
こどもたちに伝えていくべきではないかと感じている。

　平成28年熊本地震以降、小学校、中
学校、高校そして大学からいろいろな
取組に関する申し入れや相談があり、
熊本城総合事務所で対応してきた。地
震から７、８年が経過しようとしてい
るが、現在も各学校のクラス単位で、
我々との調べ学習の結果、まちづくり
と合わせた提案を発表するなどといっ
たいろいろな取組を行っていただいて
いる。こういった機会をこれからも増
やしていきながら、同時に復旧事業の
市民参画という点でも今年度（令和５
年度（2023年度））は、こどもたちに
絵や文字を栗石にかいてもらうといっ
た事業も積極的に始めており、どんど
んやれることが増えてきている。
　文化財を活用するという時代の流れ
の中、他城郭にも先進事例があるの
で、積極的に調査し、意見交換を行
い、情報収集に取り組んでいる。
　復旧の活用については、首里城の情
報発信のあり方など、情報交換しなが
ら取り入れようとしているので、委員
の皆様方からもいろいろなアイデアや
働きかけをいただければ参考にさせて
いただきたい。

№ 委　員 委員意見 当日の回答
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【協議】
(1)　熊本城の活用について

№ 委　員 委員意見 当日の回答 備　考

15

橋本委員 　地元の小学校では、毎年８月の夜にこどもたちを連れて、惣構の外側
の近いところを一周している。保護者も同行するので、70人から100人が
参加する。熊本市こども文化会館に集合し、「棒庵坂の狸」、「法華坂
の重箱婆」、「銃くれ井戸」などの怖い民話を聞かせ、現地を周るとい
う行事を７、８年前から実施している。
　また、昨年から今年１月２月にかけて、台湾の方のまち案内を３～４
回行ったが、中国語に翻訳するのが大変だった。新一丁目御門高札場や
里程元標跡の話も中国語に翻訳しなければいけない。河上彦斎の生誕の
地や高麗門など、新町にはいろいろなところがあるが、解説板に書いて
ある中国語だけでは情報が少ないため、Webなどでもう少し詳しい情報を
中国語で紹介していただければ、それを参考に資料として配布すること
もできるので、もしそういうことができればありがたい。
　また、備前堀発掘調査の現地説明会が行われたが（令和６年（2024
年）２月10日（土））、あれだけの多くの見学人が来るとは思っていな
かったため、かなり驚かされた。興味をお持ちの方があれだけ多くい
らっしゃるわけなので、もう少しうまく利用すれば、いろいろな面で熊
本城のアピールにもなるし、情報発信として非常に効果があると思っ
た。

　こどもたちとのイベントについて
は、お声がけいただければ協働できる
と思う。
　新聞やテレビで取り扱われなけれ
ば、いつ何をやっているのかなかなか
伝わらないかもしれないが、それぞれ
が頻繁に熊本城を活用されていること
は、ありがたいことだと思う。
　備前堀発掘調査現地説明会は想定を
超える500人以上の方にお越しいただき
大変うれしく思っている。復興を見せ
るという方針の中、復興中の公開活用
の一環として取り組んだわけだが、安
全が確保できる調査箇所だったため見
学していただくことが出来た。先ほど
の栗石の話もそうだが、常に考えてい
ろいろなチャンスを探っているが、な
かなかその条件が整うタイミングが頻
繁にあるわけではないので、これから
も安全面やいろいろなことに配慮しな
がら、積極的に取り組んでいきたい。

16

小堀委員長 　私も備前堀発掘調査現地説明会に参加させていただいたが、大変勉強
になったし、非常に多くの方がお見えになっていた。安全の確保は大事
だが、城内においても規制されている箇所、例えば竹の丸など、時々は
見学会があれば関心を持っていただけるのではないかと感じたので、よ
ろしくお願いしたい。

資料１

資料1-8



【協議】
(1)　熊本城の活用について

17

山田委員 　本質的価値のことについて、資料２－１の２ページ右下に枠を作って
説明してもらったのは、前回から進んだところだと思う。
　仮にこれから計画が進み、予定どおり事業者が事業を行うとなった場
合、この枠囲いの中の説明で事業者に十分理解してもらえるかどうかは
わからないが、市が事業者に説明されながら対応すると思うので、こう
いうことがまずは大事だと示すことは良かったと思う。
　また、先ほどから話題になっている学習用Webコンテンツはぜひ進めて
いただきたい。ハードルは上がるが、小中学生向けであっても高校生も
楽しめる内容や、いろいろなコンテンツや仕掛けがあれば大人も楽しめ
るので、ぜひ進めていただきたい。

18

山田委員 　少し気になったのは市民アンケートで、「問３　熊本城の有料エリア
（天守閣や特別見学通路など）にどれくらいの頻度で訪れますか？」と
いう設問に対して、一番多かった回答が「数年に1回（52％）」で、「訪
れたことはない」という回答が11％あった。市民アンケートは熊本市公
式ホームページ内で実施したということで、概ね回答者は熊本市にお住
いの方なのだろうと思う。熊本市として、熊本城に関係する方々とし
て、「数年に１回」や「訪れたことがない」という回答に対して、どう
受け止めておられるのか。多いとお考えなのか、こんなものではないか
と思っておられるのか。少しここが気になった。
　「問４　問２又は問３で『訪れたことはない』と回答した方にお尋ね
します。その理由は次のうちどれですか？（複数選択可）」という設問
に対して、「行きたいと思えるイベントがない（45.2％）」という回答
にこれが関連していくと思うが、「問17　二の丸広場で行われる催しに
ついて、どのようなものなら行ってみたいと思いますか？」という設問
に対して、「音楽イベント（コンサート等）（57.9％）」と、数値的に
は大きく出ている。しかしながら、備前堀のお話しがあったように、割
と復旧・復興、あるいは歴史文化に関わるちょっとした新発見や新たな
進展であっても、オープンにすることで関心を寄せる方は結構いるので
はないか。大々的な音楽イベントであれば、関心がある人は確かに多い
かもしれないが、ちょっとしたイベントを丁寧にこつこつと開催してい
くことで認知が高まり、熊本城を訪れるのが「数年に１回」という回答
はもう少し減るのではないかという感じがする。そこは雑感だが、「数
年に１回」とか「訪れたことがない」という方がこれだけいるというこ
とはどう考えたらいいのだろうか。

　「問３　熊本城の有料エリア（天守
閣や特別見学通路など）にどれくらい
の頻度で訪れますか？」という設問に
対して、一番多かった回答が「数年に1
回（52％）」という点に関しては、熊
本市内あるいは県内からの入園者数が
少ないということは常日頃から思って
いることであり、観光客は少しずつ増
えてきているが、地元からの入園者は
少ない状況。これについては、シンボ
ル的な熊本城を日頃から見に来ていた
だけるような工夫を検討していきた
い。

№ 委　員 委員意見 当日の回答 備　考
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【協議】
(1)　熊本城の活用について

20

山田委員 　資料２－２の２ページ「２　熊本城公園において催事開催を許可する
部分及び供用日・時間」に、天守閣内部も入っている。天守閣内での催
事とは、レセプション、記念式典、展示会等が入ってくるのかもしれな
いが、天守閣内のどのエリアを想定しているのかが分からなかったので
教えていただきたい。

　「有料公開区域」に「天守閣内」と
表現してあるが、天守閣内のどのエリ
アを想定しているのかという御質問に
ついては、６階の展望所を想定してい
る。昨年（令和５年（2023年））に
は、６階の展望所で食事をとるという
実証実験を１度行っており、そういっ
たものを考えている。

21

山田委員 　また、「その他」の下に「※県・市の主催・共催事業は除く。」とあ
るが、これまでは県・市の主催・共催でなければ催事はできないという
フィルターになっていたと思う。今回はそれが外れて民間事業者でもで
きるということになっている。県・市の主催事業であれば、上の時間帯
でなくても開催できる、あるいは、レセプション、記念式典、展示会、
プレミアムツアー等に限らないことができるとも読めるが、そこはどう
か。県・市が主催であれば変なことにはならないという話だとは思う
が、共催の場合は分からない。県も市もいろいろな事業に対して共催を
承認していると思うので、その点が少し気になった。

　資料２－２の２ページ「２　熊本城
公園において催事開催を許可する部分
及び供用日・時間」に「※県・市の主
催・共催事業は除く。」とある点につ
いては、この時間帯に限定したもので
はないという意味になる。
　資料２－２の３ページ「熊本城公園
における催事開催の許可判断スキー
ム」に関して、県・市が共催の場合に
ついては、他の課、他の局から申請が
出る場合もあるが、最終的には審査会
議で判断するスキームを考えているの
で、先ほど説明したとおり、文化財を
保護し現状変更申請等を受け付ける文
化財課と熊本城総合事務所の両輪で
しっかり審議し、開催の可否について
判断したい。

19

山田委員 　資料２－２「熊本城公園における催事開催の許可基準概要（案）」の
１ページにある「熊本城公園催事使用条件（案）」は新しく作成された
ものだと事前説明の中で伺った。条件をどう詰めていくかはこれからの
議論や、実際にやってみないと分からないところがあると思うので、ス
ケジュールにもあったがブラッシュアップの期間はまだ変わるところが
あるのだろうと思う。その中で、「熊本城公園催事使用条件（案）」の
「全般」に「熊本城の文化財的価値を損なうことのないよう」にという
言葉が出てくるが、「本質的価値」とどう違うのか分かりにくいと思っ
たので指摘しておく。何か違いがあって意図的にそうしているのであれ
ば教えていただきたい。

「本質的価値」とどう違うのか分かり
にくいという意見については、検討さ
せていただきたい。

【総務管理課】
　催事使用条件においては、具体的
に「熊本城の建造物や遺構等をき損
することのないよう」という表現と
した。

№ 委　員 委員意見 当日の回答 備　考
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【協議】
(1)　熊本城の活用について

23

河島委員 　「前回委員会の主な意見」について、「桜の馬場城彩苑」の入場者数
の報告があったが、「わくわく座」の数字はこの中に入っていないよう
だ。熊本城と熊本博物館は入っているが、わくわく座は入っていない。

　年度ではなく暦年の計になるが、わ
くわく座についてはコロナ前の令和元
年（2019年）は13万人程の方を集客し
ており、昨年度（令和４年度（2022年
度））は18万人という数字。今年度
（令和５年度（2023年度））は20万人
を超える状況だが、最終的な数字の発
表は出されていない。

【観光政策課】
　令和５年（2023年）のわくわく座
の入場者数は250,974人であり、コ
ロナ前の令和元年（2019年）の入場
者数133,068人と比較し、117,906人
増えている。

№ 委　員 委員意見 当日の回答 備　考

22

山田委員 　県・市の主催・共催事業もこの許可判断スキームに含まれ、そこで
しっかり判断するということは分かった。
　今回許可判断スキームを示していただいて良かったが、審査会議は市
の様々なセクションの方々が出席し、きっちり見極めたうえで承認され
るということだと思う。実際に運用が始まっていくと、事前相談から仮
申請のところで事業者の提案を検討し、修正が必要ならば修正させてと
いう形がとられ、かなり検討を重ねたプランが審査会議の場に出てくる
のではないかと思う。審査会議の前の仮申請の段階で承認が見込まれる
ケースが恐らく出てくるのではないか。運用が始まるのはまだ先の話だ
が、仮申請の前段階では、恐らく熊本城総合事務所の事務方と専門の文
化財セクションの方が協議しながら話を進めると思う。是非、審査会議
では緊張感を持ったやりとりを行っていただきたい。仮申請を通ったか
ら審査会議はパスするという感じにならない状態が好ましいと考える。
そんなことは言われなくても大丈夫ということだと思うが、一言お伝え
しておく。
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【協議】
(1)　熊本城の活用について

河島委員 　「わくわく座」をつくるときに猛反対した。熊本城と西南戦争のこと
をこどもたちに分かりやすく教えたらどうかと熊本市の担当者に申し上
げた。鹿児島市には「維新ふるさと館」があるが、維新のことがこども
たちに分かりやすく説明してある。私たちが行っても非常に面白く、生
の資料も結構置いてある。こどもたちや観光客が西南戦争のことをどこ
まで御存知か知らないが、官軍は東北の方から結構たくさん来て亡く
なっている。薩摩と官軍との戦いではなく、熊本の中でも薩摩軍に協力
したところ、中津隊などは大分から来たこと、本隊が人吉から逃げて
いったこと、薩軍が川を止めて水攻めにしたこと、こんなこともあまり
皆さん御存知ないようだ。そういうことをこどもたちに分かりやすく伝
えるため、大人が見ても楽しめるものを作ってはどうかと一所懸命言っ
たがそれが出来なかったので、今はどの程度入っているのか。そのとき
の他の担当者に聞くと、あまり入館者が少ないとやりたいこともあると
聞いていたので、多分あれでは入らないだろうと思い、あまり入らない
なら変えていいのではないかと思っている。

　わくわく座では、今こそ見てほしい
熊本城、記憶の記録ということで防災
減災プログラムを実施している。コロ
ナの時期は特に海外への修学旅行がで
きず、全国のいろいろな小学校、中学
校、高校から一時的に熊本へ来ていた
だいており、防災減災プログラムの体
験については非常に評判がいいという
話を聞いている。
　西南戦争については、川尻から、花
岡山、熊本城、植木と熊本を縦断する
ような大きな観光ルートができ、その
中核にあるのが熊本城だと考えてい
る。そこをストーリー化するような観
光施策、情報発信を考えていきたい。

24

25

河島委員 　崩れている石垣が至るところに置いてあるが、それがどのようにして
撤去されていくのか全然見えない。旧JT（旧日本たばこ産業株式会社
（JT）熊本支店）跡地のあれがいつ無くなるのか。30年後と聞いている
が、1等地をそんなに長く遊ばせておいていいのか。熊本市役所の真ん
前、ああいうところはいち早く撤去して違う設備を作ったらどうかと思
う。熊本城の中の長塀の裏側は広い広場になっているが、ああいう所も
石を全部置いているのか。どのような形で熊本城の中にどれだけ石が置
いてあって、それを元に戻していくのにどんな作業がどこまであるのか
というのはこれでは見えないわけだが、その辺の具体的なことも教えて
いただきたい。裏側のところの広場前はイベント広場として使っていた
ところだが、そういうところもイベント広場として使えるならば。早め
に撤去できるならば撤去しながらそういう場所を作っていくとか。ま
た、朝早くと夜遅くのそういうイベントとは、何をやるのだろうと不思
議でたまらない。

　石垣の石置き場について、JT跡地に
は、例えば備前堀周辺や平櫓の櫓台の
石を置いている。来年度（令和６年度
（2024年度））から積み直しが始まる
分は減っていくが、来年度には宇土櫓
続櫓下の石垣の解体、その他周辺石垣
の改修を行っていくので、今置いてい
る所はぎちぎちな状態が今後も続くと
思う。これが10年以上は続き、その中
で計画的に石垣を直すという作業を進
めていく。JT跡地が非常に重要な土地
であることは十分承知しているが、石
垣を一つ一つ調べてとなれば平らな場
所が必要であり、文化財的な調査も含
め、まだまだ先になるが、今の状態で
まずは復旧事業を進めさせていただき
たい。

№ 委　員 委員意見 当日の回答 備　考
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【協議】
(1)　熊本城の活用について

27

小畑委員 　県・市主催ではない民間のイベント開催についてお尋ねする。平日及
び夜間に行われる場合の管理体制、職員の立会、緊急連絡網等は整備し
ているのか。または、今後整備する予定か。文化財の危機管理と事故等
も考えられるので、配慮をお願いするとともに、現在のお考えをお尋ね
したい。

　審査するだけではなく、何かあった
ときの連絡体制はしっかりとっていこ
うと思っている。文化財課では現状変
更等があった場合は必ず職員が確認す
るという体制もとることとしているの
で、そういった形で考えている。

№ 委　員 委員意見 当日の回答 備　考

26

河島委員 　天守閣で食事会をしたという報告があったが、私たち民間が天守閣内
や天守閣の下で花見をしたいと申請すればそういう企画ができるのか。
私たちの団体がお弁当を持ってきて花見をしたいと言ったときに許可は
出るのか。天守閣内でお弁当を食べるとか、食事をとるのは少し違和感
があるが、この辺のことも含めて教えていただきたい。

　天守閣内で花見ができるようにする
のかという質問については、「有料公
開区域」を活用できるのは文化観光の
振興に資すると認めるものと考えてお
り、資料２－２の２ページ右下にプレ
ミアムツアーを例に出しているが、天
守閣内はそういったものを想定してい
る。
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【協議】
(1)　熊本城の活用について

№ 委　員 委員意見 当日の回答 備　考

28

野田委員 　復旧・復興に関して、国や県などからいろいろな形でお金を使って長
期的に保存、そして活用をということであれば、小学生、中学生、高校
生、大学生も復旧に携われるような機会を期待する。復旧事業に携わっ
たという経験が、大人になったときに次の保存の活動につながっていく
のではないか。教育についてもよろしくお願いしたい。

【総務管理課】
（No.13と同様）
　今年度は、必由館高校の総合的な
探求の時間において、熊本城に関し
てもテーマに加えていただいてお
り、高校生とともに復旧や情報発信
について考える取組を進めていきた
いと考えている。

【熊本城調査研究センター】
　夏休み期間中の小学生を対象に、
「定期講座熊本城学　熊本城の石垣
修理を学ぼう～石垣修理に参加して
みよう～」を令和５年（2023年）８
月に開催した。石垣の模型を使って
石垣の修理について説明を行い、実
際に修理で使用する栗石に復興への
メッセージやイラストを描いても
らった。
　同様の事業は本年度も実施する予
定にしているほか、こども向けに熊
本城を解説するパンフレットを市
ホームページ等で公開する予定。
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【協議】
(1)　熊本城の活用について

30

小畑委員 　夜間と平日のイベントに関しては、記録だけ後から提出させるという
ことか。現状復旧についてはチェックされると思うが、そういう対応で
はなく、職員がその現状をチェックする体制を作っていただきたい。熊
本市は文化財をしっかり守っているという姿勢を示すことも大事だと思
うので、チェックを行う体制を構築していただきたい。

　報告書の提出は事業報告書のような
形となる。当日の立会いなどは職員や
管理のスタッフが入り、文化財保護法
に基づいて現状変更の許可が出て、そ
こに立会いが必要なものということに
関しては、その場で確認を行うことに
なる。

29

坂本委員 　最初の話に戻るが、資料２-２「熊本城公園における催事開催の許可基
準概要」の１ページに、許可基準として４項目の記載がある。なぜこう
いったことをするのかということをもう少し前面的に伝えるべきではな
いか。修復費用に何百億円という税金が使われ、今後約30年こどもたち
の世代まで負担していくことになるので、どれだけ熊本城の本質的価値
や保存の重要性があるのかということを伝えていくということが非常に
大事になってくる。だからこそ企画内容にそういう重要性を伝える内容
を含んでいれば許可するということをもっと前面に出すべきではない
か。「文化財をき損するおそれのないこと」ということから始まるが、
ネガティブな表現で始まっている印象。文化財をき損するおそれがない
ことは最重要だが、なぜ特別な場所での催事開催を許可するのかという
と、今後長きにわたって税金を使いながら復旧・復興していくというこ
との必要性を皆さんに理解していただく、そのためにこのようなことを
していくということだと思う。市民アンケートの中に「近年の活用は観
光客による経済効果を期待しての内容に偏っており、熊本城の価値を下
げかねない」という意見もあったが、アンケートの１人の意見の本質
は、我々は教育に生かさなければならないとか、いろいろ検討している
ということを、こういう方々にお伝えしながら、観光のためだけではな
い、しかし観光の経済価値を生み出しながらいかないと回っていかない
部分があるので、この復旧・復興にかかる費用も観光という形で取り戻
せればと思っている。そういう意味で、県民、市民、全国の方に伝わる
よう、広報活動を続けていただきたい。

　ここに記載しているのは箇条書で文
言だけを並べているので、条文なり、
文章なり、ここを説明する表現はこれ
から作成していくので、そういったと
ころでカバーしていけると考えてい
る。

【総務管理課】
（No.3と同様）
　許可基準要綱第１条に目的を記載
している。

№ 委　員 委員意見 当日の回答 備　考
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【報告】
(2)　復旧事業の状況について

№ 委　員 委員意見 当日の回答 備　考

31

河島委員 　復旧工事に関する資料だが、費用について記述できなかったか。費用
を明示した方が分かりやすいと思う。

　これまで約200億円の費用を投じて復
旧を進めている。例年復旧事業に約20
億円前後が今後続いていくところ。当
初の被害額が634億円でスタートしてい
るので、当然それだけは費用がかか
る。例えば耐震化などプラスアルファ
の部分があるので、最終的には高くな
るだろうと想定している。我々が単独
でこのお金を確保して取り組んでいる
わけではなく、国のサポートも重要。
国と協議しながら復旧事業を計画的に
進めていく体制で取り組んでいる。

32

河島委員 　この事業一つ一つにかかる費用はどのくらいずつ必要なのだろうかと
思う。寄附金が多く入ってきていると思うが、募金のお金をこの事業に
いくら投入したか等、もっと具体的な表現が必要ではないか。

　幾ら費用を要したかは何らかの形で
示すべきというお話しは、過去の委員
会の中でも御意見をいただいており、
寄附がどのように使われているか、
ホームページに少し詳しいものを掲載
している。費用がどれだけかかるのか
というのは十分なファクターとなるの
で、しっかりと情報発信していきた
い。

33

小堀委員長 　透明性のある開示をお願いする。

資料１
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【その他】

34

服部委員 　宇土櫓の石垣だが、熊本城は阿蘇凝灰岩の固い岩盤に乗っかっている
所がかなりあるのではないかと思っている。盛土で作った平地と両方あ
ると思うが、主要な櫓が乗っているところは固い岩山ではないかと漠然
と思っている。そうすると石垣への荷重は非常に大きいというよりは、
もし岩山に乗っているなら石垣はそんなに乗っかっていないのではない
かという気もしている。あそこの石垣を今度解体されるということだ
が、江戸時代を通じてこれまでの解体履歴は分かっているか。また、今
回の地震で崩れた箇所は、栗石が暴れて石垣を押し出して崩れた所がほ
とんどだったと思うが、もし、岩盤の上に乗っていれば栗石が暴れな
かったのではないかと思うが、分かっていることがあれば教えてほし
い。

　土を盛っているということか。

　熊本城内では、阿蘇の凝灰岩が岩盤
のように固まっている場所は１か所も
ない。全て非溶結の凝灰岩となるので
横穴墓や防空壕が掘れ、Ｎ値（地層・
地盤の固さを示す値）でいえば15程度
で、非常に固い岩盤の所に乗っている
という箇所はない。

　火山灰が溶結していない。固まって
おらず岩盤と呼ぶような硬度なものは
ない。盛土の所だけにあるわけではな
く、地山の所にも当然あるが、それが
岩盤と呼べるようなＮ値が非常に高い
場所はない。

№ 委　員 委員意見 当日の回答 備　考

35

服部委員 　しかし岩の上には乗っているわけか。造成しているところではなく、
地山には乗っているということか。

　地山の所に乗っている所だけではな
く、基本的に地山の所に直上に櫓ない
し石垣が乗っている所はほとんどな
い。上部は盛土が必ずあるような所が
多いので、お話しされているような所
とは熊本城は条件が違うと思う。被害
の状況を見ると、おっしゃられたよう
に栗石が大きく影響を受け、地震によ
る揺れによって栗石が大きく変状を及
ぼし石垣が崩壊しているというのは実
際あることかと思うが、非常に固い岩
盤があるといった所ではないと思って
いる。
　履歴は文献上ではしっかり押さえる
ことはできないが、石垣の表面観察に
よって石垣の変遷をしており、その中
では江戸時代を通じて、宇土櫓の五階
櫓と続櫓の下の所では何度も修理が行
われていると認識している。

資料１
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【その他】

№ 備　考

36

文化庁
　いろいろと御議論いただきありがとうございます。
　熊本城を活用していくにあたり、特別史跡としての保存が第一であり、そのうえで様々な活用を考えていただきたいと思って
います。そういった観点から資料２－２「熊本城公園における催事開催の許可基準概要」ですが、文化財を特別史跡として守り
ながら、いろいろな方が利用しやすい条件について熊本市さんとお話しさせていただいています。本質的価値、文化財的価値と
いう言葉が出てきております。熊本城の熊本城たる価値を構成する要素を損ねることなく、まず保存そして活用というところで
引き続き検討を加え、本日御意見をいただいた活用に関する提案等について、事務局で検討していただきたく思います。皆様に
利用されつつ、なおかつ、現在まで伝えられてきている特別史跡熊本城を後世に伝えられるようにしていただけたらと考えてお
ります。引き続き、熊本市さん、委員の皆様にはより良い活用方法に向けてお考えいただければと思っております。本日はどう
もありがとうございました。

№ 備　考

37

事務局
　今回が本年度最後の保存活用委員会となりました。この１年間を通した審議の総括、それから御礼を述べさせていただきたい
と思います。
　本日は委員各位をはじめ、関係者の皆様には御多用の中、御臨席並びに熱心な御審議を賜りまして誠にありがとうございまし
た。本年度の委員会は、委員の改選年次に当たっておりまして、委員13名中６名の皆様に新たな委員として御就任いただき、７
月、11月そして本日の合計３回開催させていただきました。議題といたしましては、前年度までにみどり保存管理計画やNHK跡地
（旧NHK熊本放送局跡地）発掘調査及び跡地利用などの継続審議が終了いたしましたことから、延べ３回にわたりまして主に熊本
城の活用に関する審議を進めていただきました。そして今回、原案どおり熊本城の公開活用に関する取組方針の素案について御
了承をいただくことが出来ましたことは、熊本城の文化観光資源としての活用に向け大きな前進であったと認識しております。
しかしながら、文化財を末永く後世に引き継いでいくためには、保存と活用のバランスが重要であることは言うまでもありませ
ん。今後とも私どもは活用に偏重することなく、御了承いただいた方針を慎重かつ丁寧に運用してまいりたいと考えておりま
す。なお、来年度の委員会はこの取組方針に沿って、許可基準要綱の策定や熊本城の管理に関する取扱要領の改正など、さらに
協議を進めていただく予定としております。
　委員各位を初め、文化庁、県、その他関係者の皆様には、引き続き御指導そして御支援を賜りますようお願い申し上げ、簡単
でございますが、この１年を通した審議の総括、そして、お礼の御挨拶とさせていただきます。本日は大変お世話になりまし
た。ありがとうございました。
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熊本城公園における催事開催に係る
許可基準要綱（案）概要

資料２-１



１ 趣旨・許可基準・遵守事項（第１条～第３条）

許可基準

第２条
開催を許可する催事は、以下の各号に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1) 特別史跡熊本城跡の本質的価値である遺構や建造物等の文化財をき損するおそれのないこと。
(2) 参加者に対して特別史跡熊本城跡の本質的価値や保存の重要性を伝える機会を設けること。
(3) 熊本城の価値や魅力を広く周知させるものであること。
(4) 熊本城の価値や魅力を向上させるものであること。
(5) 熊本城で行うことで、その催事の価値が高められるものであること。
(6) 開催後に熊本城の景観を変えるおそれのないこと。
(7) 熊本城の復旧事業の妨げになるおそれのないこと。

遵守するべき事項

第３条
許可に当たっては、以下の各号に定める条件を附するものとする。

(1) 熊本城管理条例、熊本市都市公園条例、熊本市公園行為許可基準要綱、その他関係法令等を遵守
すること。

(2) 「特別史跡熊本城跡保存活用計画」の記載事項を遵守すること。
(3) 別に定める「熊本城公園催事使用条件」を遵守すること。

趣旨

1

第１条
この要綱は、熊本城公園における熊本市都市公園条例（昭和５２年条例第３２号）第２条第１項第

３号に掲げる興行及び第４号に掲げる催し（以下「催事」という。）の許可に関し、必要な事項を定
めることにより、国指定特別史跡熊本城跡の活用及び文化観光を推進し、熊本城の魅力の発信や来城
者の増加を図ることを目的とする。

＜資料２-３＞



２ 開催を許可する区域・供用日及び供用時間・有料区域における制限
（第４条～第６条）

天守閣内

天守閣前広場
平左衛門丸

特別見学通路

二の丸芝生広場

＜無料公開区域＞二の丸芝生広場
供用日 ：熊本市又は熊本県が主催又は共催する事業による使用期間を除く日
供用時間：８時～２１時

＜有料公開区域＞天守閣前広場、平左衛門丸、天守閣内、特別見学通路
供用日 ：熊本市都市公園条例施行規則に定める熊本城公園の供用日（1月1日から12月28日まで）のうち

熊本市又は熊本県が主催又は共催する事業による使用期間を除く日
供用時間：６時～８時３０分、１７時３０分～２１時（早朝及び夜間のみ）
用途 ：(1) 企業、学術団体、経済団体等が実施するレセプション

(2) 記念式典、会議、新製品発表会又は展示会
(3) 参加者を限定した見学会等であって、本市における文化観光の振興に資すると認められるもの

2



３ 審査体制・事前相談・仮申請・本申請・公園内行為許可
（第７条～第11条）

仮申請４か月前まで

承認

＜審査会議のメンバー構成（案）＞
会長：熊本城総合事務所長
委員：熊本城総合事務所 総務管理課長、復旧整備課長、

熊本城調査研究センター所長、
文化財課長、観光政策課長、誘致戦略課長

２か月前まで 本申請

事前相談 ＜提出資料＞
・使用する場所、日時、企画内容、目的、

参加対象、参加人数、設置物、運営体制等が分かる資料

＜提出資料＞
・事前相談時の資料
・仮申請書
・許可基準及び遵守事項についての誓約書

＜提出資料＞
・本申請書
・事業計画書（設営物配置（平面・立面）、音響・照明

配置、安全対策等の内容が分かるもの）
・き損防止計画書
・開催責任者一覧 など

２週間前まで
運営資料提出

＜提出資料＞
・スタッフ配置、警備配置、案内サイン配置等の計画図
・運営マニュアル・スケジュール
・搬入搬出時の車両動線、車両駐車位置図
・参加者及び関係者動線 など

公園内行為許可申請

開催

審査会議での審議

不承認

開催不可
現状変更申請等
（文化財保護法）
※必要に応じて文化財

保護委員会で審議

承認

3

※開催後に事業実施報告書等を提出。
※開催状況について保存活用委員会に随時報告。

12か月前から

＜資料２－４＞



４ 使用料（第12条）

第１２条 使用者は、熊本市都市公園条例第10条の規定により使用料を支払わなければならない。

２ 使用料の減免に関する基準は、別に定める。

３ 使用料の還付については、熊本市都市公園条例第20条及び熊本市都市公園既納使用料還付基準
の定めるところによる。

使用料

4

市・県の主催・共催事業のみ減免対象とする
＜資料２-５＞

＜熊本市都市公園条例＞
第20条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することが

できる。
(1) 都市公園を使用する者が不可抗力により使用ができなかったとき。
(2) 市の都合により都市公園の使用の許可を取り消したとき。
(3) その他特に市長が相当な理由があると認めたとき。

＜熊本市都市公園既納使用料還付基準＞
（不可抗力）
第３条 条例第 20 条第 1 項第 1 号に規定する「不可抗力」とは次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 天候不良又は災害等により使用しなかった場合
(2) 環境省が提供する「熱中症予防情報サイト」の熊本県地点熊本における暑さ指数(WBGT)が 31℃以上となり、使用しなかった場合
（その他）
第４条 条例第 20 条第 1 項第 3 号に規定する「その他特に市長が相当な理由があると認めたとき。」とは、次の各号の

いずれかに該当するときとする。
(1)使用する日の 7 日前までに使用の中止を申し出た場合（ただし、電子情報処理組織等によって中止の手続きを行った
場合は、その手続きをもって中止を申し出たものとみなす）

(2) 前号の規定に関わらず、イベント等で都市公園を使用する場合であって、かつ翌週以降に日程（予備日を含む）を確保
している場合にあっては、すべてのイベント等日程を消化した翌平日までに翌週分以降の施設使用の中止を申し出た場合

(3) 条例第 20 条第 1 項第 1 号又は第 2 号に準ずる理由があると市長が認めるとき

熊本市都市公園条例の改正により決定
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熊本城公園における催事開催に係る許可基準要綱（案） 

 

制定 令和  年  月  日市長決裁 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、熊本城公園における熊本市都市公園条例（昭和５２年条例第３２号）第２条

第１項第３号に掲げる興行及び第４号に掲げる催し（以下「催事」という。）の許可に関し、必

要な事項を定めることにより、国指定特別史跡熊本城跡の活用及び文化観光を推進し、熊本城の

魅力の発信や来城者の増加を図ることを目的とする。 

（許可基準） 

第２条 開催を許可する催事は、次の各号に掲げるすべての要件を満たすものとする。 

(1) 特別史跡熊本城跡の本質的価値である遺構や建造物等の文化財をき損するおそれのないこ

と。 

(2) 参加者に対して特別史跡熊本城跡の本質的価値や保存の重要性を伝える機会を設けるこ

と。 

(3) 熊本城の価値や魅力を広く周知させるものであること。 

(4) 熊本城の価値や魅力を向上させるものであること。 

(5) 熊本城で行うことで、その催事の価値が高められるものであること。 

(6) 開催後に熊本城の景観を変えるおそれのないこと。 

(7) 熊本城の復旧事業の妨げになるおそれのないこと。 

（遵守するべき事項） 

第３条 許可に当たっては、次の各号に定める条件を付するものとする。 

(1) 熊本城管理条例、熊本市都市公園条例、熊本市公園行為許可基準要綱及びその他関係法令

等を遵守すること。 

(2) 「特別史跡熊本城跡保存活用計画」の記載事項を遵守すること。 

(3) 別に定める「熊本城公園催事使用条件」を遵守すること。 

（開催を許可する区域） 

第４条 熊本城公園のうち、催事の開催を許可する部分は次の各号に掲げる場所であって、別図１

から別図６までに示す区域とする。ただし、熊本市又は熊本県が主催又は共催するもの及び市長

が特に認めるものについてはこの限りでない。 

(1) 天守閣内 

(2) 天守閣前広場 

(3) 平左衛門丸 

(4) 特別見学通路 

(5) 二の丸芝生広場 

（供用日及び供用時間） 

第５条 使用に供する日及び時間は、別表に定める。ただし、市長がその使用を適当と認めた場合

は、供用時間外においても使用できるものとする。 

1
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２ 前項に規定する供用時間には、原則として、準備及び原状回復等に要する時間を含むものとす

る。 

（有料区域における制限） 

第６条 第４条第１号から第４号までに掲げる場所の使用については、不特定多数の者が参加する

ことのない催事であって、次の各号いずれかに該当するものに限り許可できるものとする。ただ

し、熊本市又は熊本県が主催又は共催するものについてはこの限りでない。 

(1) 企業、学術団体、経済団体等が実施するレセプション 

(2) 記念式典、会議、新製品発表会又は展示会 

(3) 参加者を限定した見学会等であって、本市における文化観光の振興に資すると認められるも

の 

（審査体制） 

第７条 催事の審査にあたっては、「熊本城催事審査会議」（以下「審査会議」という。）を設置

し、開催許可に関する審査及び付与する条件等に関する審議を行うものとする。審査会議の設置

に必要な事項は、別に定める。 

（事前相談） 

第８条 催事を開催しようとする者（以下「使用者」という。）は、使用する場所、日時、企画内

容、目的、参加対象、参加人数、設置物、運営体制等が分かる資料を書面にて熊本城総合事務所

総務管理課に提出し、事前相談を行うものとする。 

２ 前項に規定する事前相談は、使用日（使用しようとする日が引き続き２日以上あるときは、そ

の初日をいう。以下同じ。）の属する月の１２か月前の月の初日から受け付けるものとする。た

だし、熊本市又は熊本県が主催又は共催するもの及び市長が特に認めるものについてはこの限り

でない。 

（仮申請） 

第９条 使用者は、前条の事前相談を行ったうえで、催事開催（変更）仮申請書（様式第１号）及

び誓約書（様式第２号）を作成し、市長に提出するものとする。市長は、使用者に対して修正又

は追加資料の提出を求めることができる。 

２ 前項の催事開催（変更）仮申請書及び誓約書の提出期限は、使用日の４か月前までとする。た

だし、熊本市又は熊本県が主催又は共催するもの及び市長が特に認めるものについてはこの限り

でない。 

３ 市長は、第１項の規定による仮申請を受け付けたときは、審査会議に付議する。 

４ 審査会議は、前項の規定により付議された議題について、「熊本城催事審査会議設置要綱」に

基づき、当該仮申請の承認の可否を審議する。 

５ 市長は、審査会議で審議された結果に基づき、仮申請の承認の可否を書面にて使用者に通知す

る。市長は、承認に際して、第３条に定めるもののほか必要な条件を付することができる。 

６ 使用者は、前項の規定により承認を受けた仮申請の内容を変更しようとするときは、催事開催

（変更）仮申請書を市長に提出し、その承認を受けるものとする。 

７ 使用者は、第５項の規定により承認を受けた仮申請を取り消そうとするときは、速やかに催事

開催仮申請取消届（様式第３号）を市長に提出するものとする。 
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（本申請） 

第１０条 前条第５項の規定により承認を受けた使用者は、次の各号に掲げる書類を、当該各号に

定める期日までに市長に提出するものとする。市長は、使用者に対して修正又は追加資料の提出

を求めることができる。 

(1) 次に掲げる書類 原則として、使用日の２か月前まで 

ア 催事開催（変更）申請書（様式第４号） 

イ 事業計画書（設営物配置（平面・立面）、音響・照明配置、安全対策等の内容が分かるも

の） 

ウ き損防止計画書（設営時及び撤収時を含むき損等の事故防止のための計画書） 

エ 開催責任者一覧（使用者の代表責任者、現場運営事業者、設営事業者、警備事業者等の各

責任者名及び連絡先） 

オ 収支計画書（参加者から入場料その他これに類するものを徴収する催事及び飲食物や物品

の販売等の商業活動を伴う催事のみ。様式は任意） 

(2) 次に掲げる書類 原則として、使用日の２週間前まで 

ア スタッフ配置、警備配置、案内サイン配置等の計画図 

イ 運営マニュアル・スケジュール 

ウ 搬入搬出時の車両動線、車両駐車位置図 

エ 参加者及び関係者動線図 

オ 消防署、保健所等に提出した各種届の写し 

カ 緊急時の連絡体制図 

２ 使用者は、前項に規定する提出期限までに書類を提出できないときは、その理由及び提出でき

る期日について市長に報告し、提出期限の延長について承認を受けるものとする。 

３ 使用者は、第１項の規定により申請した内容を変更しようとするときは、催事開催（変更）申

請書を市長に提出し、その承認を受けるものとする。 

４ 使用者は、第１項の規定により申請した内容を取り消そうとするときは、速やかに催事開催申

請取消届（様式第５号）を市長に提出するものとする。 

５ 使用者は、催事の開催後速やかに事業実施報告書（様式第６号）を提出するものとする。ま

た、参加者から入場料その他これに類するものを徴収する催事及び飲食物や物品の販売等の商業

活動を伴う催事の場合、任意の様式で収支報告書を提出するものとする。 

（公園内行為許可） 

第１１条 第９条第５項の規定により承認を受けた使用者は、市長に公園内行為許可申請書（熊本

市都市公園条例第２条第２項に規定する申請書をいう。）を、使用日の２か月前までに提出する

ものとする。 

２ 市長は、前条第１項第１号に掲げる書類を精査し、内容が適当であると認めた場合は、熊本市

都市公園条例第２条の規定による許可（以下「行為許可」という。）をする。この場合におい

て、市長は当該行為許可に必要な条件を付することができる。 

３ 市長は、行為許可をしたときは、使用者に公園内行為許可書を交付するものとする。 

（使用料） 

3
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第１２条 使用者は、熊本市都市公園条例第 10条の規定により使用料を支払わなければならな

い。 

２ 使用料の減免に関する基準は、別に定める。 

３ 使用料の還付については、熊本市都市公園条例第 20条及び熊本市都市公園既納使用料還付基

準の定めるところによる。 

（行為許可の取消等） 

第１３条 市長は、申請に基づく行為許可ののち、次の各号のいずれかに該当すると認めたとき

は、その許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原

状回復若しくは熊本城公園からの退去を命ずることができる。この場合において、許可の取消し

等により許可を受けた者が損害を受けても、熊本市はその責めを負わない。 

(1) 第３条及び第９条第５項の条件に違反したとき。 

(2) 使用者が虚偽の申請その他不正な手段により許可を受けたと認められたとき。 

(3) 使用者が使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸したと認められたとき。 

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められた

とき。 

(5) 特定の政党の利害に関する使用、公私の選挙に関する使用又は宗教的活動に関する使用と

認められたとき。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、行為許可を受けた者に対し、前項に

規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。 

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合 

(2) 公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合 

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合 

（使用者の賠償責任） 

第１４条 使用者は、土地又は建造物等をき損した場合、き損（滅失）届（様式第７号）を市長に

提出するものとする。 

２ 使用者は、自らの故意又は過失により、土地又は建造物等に修復が必要な損害を与えた場合、

当該き損箇所の修復にかかる費用を賠償するものとする。 

３ 土地又は建造物等をき損した使用者は、当該修復にかかる期間に別の者が予定していた使用に

対する損害に対し、その責を負わなければならない。 

（原状回復の義務） 

第１５条 使用者は、使用が終了したときは、直ちに土地及び建造物等を原状に回復するものとす

る。第１３条の規定により行為許可を取り消されたとき又は使用の停止を命ぜられたときも同様

とする。 

（秘密の保持） 

第１６条 使用者は、熊本城公園の使用にあたり業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない

ものとする。使用が終了した後も同様とする。 

（要綱の変更） 

第１７条 この要綱は、熊本城の復旧状況等の実情に即したものにするため、広く関係者の意見を
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聴き、必要に応じ見直しを行うものとする。 

（その他） 

第１８条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は別に定めることができる。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和 年 月 日から施行する。 
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別表（第５条関係） 

区域 供用日 供用時間 連続使用期間の限度 

天守閣内 熊本市都市公園条

例施行規則に定め

る熊本城公園の供

用日のうち熊本市

又は熊本県が主催

又は共催する事業

による使用期間を

除く日 

6:00～8:30 

及び 

17:30～21:00 

熊本市又は熊本県が主催又は共催

する事業を除き、連続して使用でき

る期間は３日（準備・撤収が必要な

場合にあっては５日）までとする 

天守閣前広場 

平左衛門丸 

特別見学通路 

二の丸芝生広場 熊本市又は熊本県

が主催又は共催す

る事業による使用

期間を除く日 

8:00～21:00 
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別図１
天守閣内（大天守最上階）

使用可能範囲
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使用可能範囲

別図２
天守閣内（小天守最上階）
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別図３
天守閣前広場

使用可能範囲

天守閣前広場
平左衛門丸

資料２－２
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別図４
平左衛門丸

使用可能範囲

平左衛門丸
天守閣前広場

資料２－２

10



別図５
特別見学通路

使用可能範囲
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別図６
二の丸芝生広場
※広場内の木は除く

二の丸芝生広場

使用可能範囲

※うち、面積の半分を使用の
上限とする

券売所
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様式第１号（第９条関係） 

  年  月  日 

熊本市長 様 

催事開催（変更）仮申請書 

 熊本城公園における催事開催に係る許可基準要綱第９条第１項及び同条第６項の規定に

より、熊本城公園における催事の開催について仮申請（仮申請内容の変更）を行います。 

 

 受付番号 第     号 

申請内容 仮申請   ・   仮申請内容の変更 

使

用

者 

団体名  

住所 

(所在地) 

 

（TEL.            ） 

代表者  

担当者  

催事名  

開催目的  

内容  

開催場所 
☐天守閣内（☐大天守 ☐小天守）☐天守閣前広場 ☐平左衛門丸 

☐特別見学通路 ☐二の丸芝生広場 

日

時 

準備日     年  月  日   時 ～    年  月  日   時 

開催日     年  月  日   時 ～    年  月  日   時 

撤収日     年  月  日   時 ～    年  月  日   時 

参

加

者 

対象者  

人数        人 

添付書類  

※太枠内は記入しないでください。 
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様式第２号（第９条関係） 

  年  月  日 

誓約書 

熊本市長 様 

 

使用者名                    

所在地又は住所                    

 

代表者役職・氏名                    

 

 私は、熊本城公園における催事開催に係る許可基準要綱第９条第１項の規定による仮申

請及び同要綱第１０条の規定による本申請にあたり、下記の事項について誓約します。 

 なお、誓約した内容と事実が相違することが判明した場合には、催事の開催許可を取り消

されることとなっても異議はありません。また、これにより生じた損害については、当方が

一切の責任を負うものとします。 

 

１ 熊本城公園における催事開催に係る許可基準要綱及びその他関係法令等を遵守すると

ともに、参加者及び関係業者にも周知徹底を図ります。 

 

２ 熊本市暴力団排除条例（平成２３年条例第９４号）第２条第１号に規定する暴力団、同

条第２号に規定する暴力団員、若しくは同条第３号に規定する暴力団密接関係者に該

当しません。 

 

３ 市税及び法人税の滞納、その他法令違反はありません。 

 

４ 政治活動及び宗教活動を目的とした使用をしません。 

 

５ 使用許可の取消、使用中止、使用条件の変更等に伴う損害賠償金等は請求しません。 

 

６ トラブルが発生した場合には、誠意をもって協議し解決します。 

 

  

14



資料２－２ 

 

 

様式第３号（第９条関係） 

  年  月  日 

熊本市長 様 

催事開催仮申請取消届 

 熊本城公園における催事開催に係る許可基準要綱第９条第７項の規定により、熊本城公

園における催事の開催についての仮申請を取消します。 

 

 受付番号 第     号 

使

用

者 

団体名  

住所 

(所在地) 

 

（TEL.            ） 

代表者  

担当者  

催事名  

開催場所 
☐天守閣内（☐大天守 ☐小天守） ☐天守閣前広場 ☐平左衛門丸 

☐特別見学通路 ☐二の丸芝生広場 

日

時 

準備日     年  月  日   時 ～    年  月  日   時 

開催日     年  月  日   時 ～    年  月  日   時 

撤収日     年  月  日   時 ～    年  月  日   時 

取消理由  
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様式第４号（第１０条関係） 

  年  月  日 

熊本市長 様 

催事開催（変更）申請書 

 熊本城公園における催事開催に係る許可基準要綱第１０条第１項及び同条第３項の規定

により、熊本城公園における催事の開催について申請（申請内容の変更）を行います。 

 

 受付番号 第     号 

申請内容 申請   ・   申請内容の変更 

使

用

者 

団体名  

住所 

(所在地) 

 

（TEL.            ） 

代表者  

担当者  

催事名  

開催目的  

内容  

開催場所 
☐天守閣内（☐大天守 ☐小天守） ☐天守閣前広場 ☐平左衛門丸 

☐特別見学通路 ☐二の丸芝生広場 

日

時 

準備日     年  月  日   時 ～    年  月  日   時 

開催日     年  月  日   時 ～    年  月  日   時 

撤収日     年  月  日   時 ～    年  月  日   時 

参

加

者 

対象者  

人数        人 

添付書類 

☐事業計画書     ☐き損防止計画書 

☐開催責任者一覧  

☐その他（                          ） 
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様式第５号（第１０条関係） 

  年  月  日 

熊本市長 様 

催事開催申請取消届 

 熊本城公園における催事開催に係る許可基準要綱第１０条第４項の規定により、熊本城

公園における催事の開催についての申請を取消します。 

 

 受付番号 第     号 

使

用

者 

団体名  

住所 

(所在地) 

 

（TEL.            ） 

代表者  

担当者  

催事名  

開催場所 
☐天守閣内（☐大天守 ☐小天守） ☐天守閣前広場 ☐平左衛門丸 

☐特別見学通路 ☐二の丸芝生広場 

日

時 

準備日     年  月  日   時 ～    年  月  日   時 

開催日     年  月  日   時 ～    年  月  日   時 

撤収日     年  月  日   時 ～    年  月  日   時 

取消理由  
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様式第６号（第１０条関係） 

  年  月  日 

熊本市長 様 

事業実施報告書 

熊本城公園における催事開催に係る許可基準要綱第１０条第５項の規定により、熊本城

公園における催事の開催について事業実施報告書を提出します。 

 

 受付番号 第     号 

催事名  

使用者 

（団体名） 
 

開催場所 
☐天守閣内（☐大天守 ☐小天守） ☐天守閣前広場 ☐平左衛門丸 

☐特別見学通路 ☐二の丸芝生広場 

日

時 

準備日     年  月  日   時 ～    年  月  日   時 

開催日     年  月  日   時 ～    年  月  日   時 

撤収日     年  月  日   時 ～    年  月  日   時 

参

加

者 

対象者  

人数        人 

実施内容  

収支報告書 有    ・    無 

※その他、必要があれば別紙（様式自由）を添付してください。 
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様式第７号（第１４条関係） 

  年  月  日 

熊本市長 様 

き損（滅失）届 

熊本城域内の土地又は建造物等をき損（滅失）したため、熊本城公園における催事開催に

係る許可基準要綱第１４条第１項の規定により、き損（滅失）届を提出します。 

 

 受付番号 第     号 

使

用

者 

団体名  

住所 

(所在地) 

 

（TEL.            ） 

代表者  

担当者  

催事名  

開催場所 
☐天守閣内（☐大天守 ☐小天守） ☐天守閣前広場 ☐平左衛門丸 

☐特別見学通路 ☐二の丸芝生広場 

き損（滅失）日時  

き損（滅失）対象  

き損（滅失）内容

及び程度 
 

処理状況  

備考  
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熊本城公園催事使用条件（案） 

 

制定 令和  年  月  日市長決裁 

 

 熊本城公園における催事開催に係る許可基準要綱（以下「要綱」という。）第２条に

規定する許可基準及び第３条に規定する遵守するべき事項に加え、熊本城公園におけ

る催事開催において、使用条件を次のとおり定める。 

 

１ 全エリア共通事項 

 全エリア共通の使用条件は次のとおりとする。 

 

（１）基本条件 

・熊本城管理条例、熊本市都市公園条例、熊本市公園行為許可基準要綱、熊本城の管

理に関する取扱要領その他関係法令等を理解し、必要な手続きを行うこと。 

・手続きに関する協議等は、熊本城総合事務所総務管理課（以下「事務所」という。）

と行い、事務所の指示に従うこと。 

・公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある使用をしないこと。 

・熊本城の文化財をき損し、又は滅失するおそれのある使用をしないこと。 

・特定の政党の利害に関する使用、公私の選挙に関する使用又は宗教的活動に関する使

用をしないこと。 

・集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になる使用を

しないこと。 

・公園利用者や周辺施設への配慮を欠いた使用をしないこと。 

・その他熊本城公園の管理運営上支障があると認められる使用をしないこと。 

・使用者は、催事開催による効果検証のため、熊本市が求める調査に協力すること。 

 

（２）個別遵守事項 

使用に際しては次に掲げる事項を遵守すること。 

【相談～申請時】 

・企画、運営、演出については、事前に事務所と入念な打合せを行うこと。 

・設営物の配置（平面・立面）、音響・照明、養生、搬入出動線、搬入出時間帯及び車両

駐車位置・台数について事務所と協議するとともに、図面で提出し、承認を受けるこ

と。また、事務所から指導があった場合は、その指示に従うこと。 

・火気の使用については、「熊本城における火気使用の取り扱い内規」に準じることと

し、事務所の許可を得た内容・場所に限ること。 

・杭等の打設は原則として認められないが、安全管理上やむを得ず必要な場合は、設置
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数や長さ、太さ等を精査したうえで事前相談時から事務所と協議すること。 

・写真・動画撮影を商業目的で行う場合、事前に用途や撮影方法等が分かる書類を事務

所に提出すること。特に、無人航空機（ドローン等）の使用を予定している場合は、

速やかに事務所に相談すること。 

・公園内行為許可を受ける前に熊本城公園を会場として使用することを公表、又は参加

者に通知する場合は、事前に事務所からその内容についての承諾を得ること。 

・災害発生時の避難経路を考慮した計画を立てること。また、所管の消防署（本丸は中

央消防署、二の丸は西消防署）に催物開催届出書を提出し、その写しを事務所にも提

出すること。 

・必要に応じて公園内の施設及び周辺施設等に説明を行うこと。 

 

【会場設営・使用・撤収時】 

・設営及び撤去の作業前及び催事本番前には、必ずスタッフ全員に本使用条件の内容に

ついて周知徹底を図ること。 

・スタッフ全員に必ず腕章等を着用させ、参加者及び一般の公園利用者と区別できるよ

うにすること。 

・設営のために立入規制区域に入る場合は、あらかじめその範囲について事務所の承認

を受けることとし、必ずヘルメットを着用すること。 

・熊本城の建造物や遺構等をき損することのないよう、養生を行うこと。 

・建造物と設置物との間に、設営物の高さ以上の間隔を設けること。 

・樹木と設置物の距離が近い場合は、樹木を養生するなどのき損防止策を徹底すること。 

・強風等により設置物が転倒しないように、ウェイト等による固定を徹底すること。 

・電気器具及びコード類は設置前に点検を行い、損傷がないことを確認し使用すること。 

・発電機を使用する場合は事前に事務所に申請し、承認を受けるとともに、安全管理を

徹底すること。 

・屋外での発電機等の使用時及び配線時には、雨天時の浸水等を考慮した漏電対策を行

うこと。 

・現場管理責任者を選定し、会場設営から撤収までの期間は、現場管理責任者を含むス

タッフを常駐させること。ただし、２日間以上にわたる催事の１日目終了以降の参加

者のいない時間帯で、設置物の保安対策を講じた場合又は夜間警備を置いた場合につ

いてはこの限りでない。 

・酒類を提供する場合は、参加者の使用許可範囲外への立入防止や公園の保全のための

スタッフを配置すること。 

・事故（火災を含む）の発生がないように、あらゆる措置を講じること。 

・万が一事故が発生した場合は、速やかに事務所職員へ連絡し、対応について指示を仰 

ぐこと。 
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・使用するトイレの箇所については事務所と協議のうえ決定し、撤収時には汚損や残置

物等がないか確認すること。設備の損壊等があった場合は速やかに事務所に連絡する

こと。 

・園内のトイレには限りがあるため、想定される参加人数から判断して不足がある場合

は、仮設トイレを設置すること。 

・使用後は使用範囲全域にわたり清掃を行い、原状回復すること。特に飲食物を提供す

る場合は注意すること。 

・催事により発生したゴミ等は使用後速やかに処分すること。 

・使用翌日（早朝使用の場合は使用直後）に立会検査を行うため、現場管理責任者が出

席すること。指摘箇所については速やかに原状回復すること。 

 

（３）禁止行為 

次に掲げる行為は禁止する。 

・許可された範囲以外への無断立入 

・地面の掘削、転圧、客土等の地盤改変 

・許可された場所以外での火気の使用 

・指定の喫煙場所以外での喫煙（加熱式たばこを含む） 

・園内の安全管理上問題のあると認められる演出 

・園内の動植物に影響を及ぼすおそれのある強い香料、芳香剤等の使用 

・建造物や遺構をき損するおそれのある重量物や車両の設置、乗り入れ 

・遺構をき損するおそれのある長さの杭等の打設 

・広告物の掲示 

・園内植物の剪定、伐採又は採取 

・公園利用者、周辺施設及び地域住民に悪影響を及ぼす音響及び照明の使用 

（音響については、環境基本法（平成５年法律第 91号）第 16条第１項の規定に基づ

く騒音に係る環境基準を遵守すること。音の発生源から一番近い公園敷地の境界で

測定し、昼間 55デシベル以下。夜間 45デシベル以下。） 

・その他、建造物及び遺構面等をき損するおそれのあると思われる行為 

・周辺道路及び園路における交通を妨げる行為 

・あらかじめ許可を受けた搬出入時間及び搬入経路以外の搬入搬出・設営 

・指定駐車場所以外での駐車（バイク・自転車を含む） 
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２ 有料エリアの使用に関する事項 

 要綱第４条第１号から第４号までに掲げる場所の使用については、「１ 全エリア共

通事項」に定めるもののほか、次のとおりとする。 

 

（１）基本条件 

・催事参加者の入退場管理及び安全の確保、設備の使用等に必要な人員の配置について

は、事務所及び熊本城特別公開関連管理運営業務委託業者（以下「運営事業者」とい

う。）と協議のうえ、使用者において経費全額を負担すること。 

 

（２）個別遵守事項 

使用に際しては次に掲げる事項を遵守すること。 

【有料エリア全域】 

・事前に参加者の名簿を事務所に提出すること。また、内容に変更があった場合は速や

かに報告すること。 

・参加者の入退園は熊本城の開園時間外に行うこと。 

・飲食物を提供する場合、原則として有料エリア内で調理は行わず、ケータリングを利

用すること。また、催事終了後速やかに清掃を行うこと。 

・設営は、原則として熊本城の開園時間外に行うこと。ただし、事務所及び運営事業者

と協議し、入園者の観覧の妨げにならないものとして承認を受けた場合はこの限りで

はない。 

・設置物等の搬入搬出経路及び駐車位置は、事務所と協議のうえ一般の入園者及び工事

車両等の通行の妨げとならないようにすること。 

 

【天守閣内】 

・雨天時は入口に傘置き及びマット等を必ず設置し、靴の汚れや雨水を落とすこと。 

（大天守６階） 

・入口から大天守６階及び大天守６階から地階トイレへの誘導・案内係を配置すること。 

・大天守６階及び地階トイレ以外の部分は原則として移動経路としてのみ使用するこ

ととし、各階の展示を参加者に観覧させたい場合は、あらかじめ時間帯を指定して事

務所の承認を受けること。 

・エレベーターを使用する場合は事前に事務所に申請し、承認を受けること。 

・飲食物を提供する場合は、大天守６階床及び５階への階段を養生すること。 

（小天守４階） 

・使用目的は周辺の展望・観覧に限ることとし、設置物及び飲食物を持ち込まないこと。 

【特別見学通路】 

・飲食物を提供する場合及びテーブル等の設置物がある場合は、床面を養生すること。 
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（３）禁止行為 

次に掲げる行為は禁止する。 

【有料エリア全域】 

・物品の販売、その他これに類するような商業活動 

 

【天守閣内】 

・火気の使用 

・大天守６階（最上階）以外での飲食 

・窓の開閉 

 

【特別見学通路】 

・火気の使用 

・要綱別図５に示した範囲以外での飲食 

・ヒーター等高温を発する機器の設置等、床材に悪影響を及ぼす行為 

・床材の耐荷重を超えた重量物の設置 
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３ 無料エリアの使用に関する事項 

 要綱第４条第５号に掲げる場所の使用については、「１ 全エリア共通事項」に定め

るもののほか、次のとおりとする。 

 

（１） 基本条件 

・催事等のために占用して使用できる面積は、広場全体の半分を上限とする。ただし、

熊本市又は熊本県が主催又は共催するもの及び市長が特に認めるものについてはこ

の限りでない。 

・使用する範囲、ステージ等設置物の配置については、事前に事務所と詳細な打合せを

行うこと。 

 

（２） 個別遵守事項 

使用に際しては次に掲げる事項を遵守すること。 

・多数の参加者が見込まれる催事の場合、交通誘導員の配置等の周辺道路の渋滞防止対

策及びマスコミ等を通じた公共交通機関での来園の呼びかけについて計画を策定し、

事務所の承認を受けること。 

・設営のために芝生部分へ車両を進入させる場合は軽車両（フォークリフト含む）まで

とし、それ以上の重量の車両については動線を養生すること。 

・雨天時及び雨天後は、芝生部分への車両進入時に轍が出来ないよう対策を行うこと。 

 

（３）禁止行為 

次に掲げる行為は禁止する。 

・芝生や樹木を傷める行為 

・園路、駐輪場及び駐車場部分の占用 

・一般の公園利用者及び周辺施設の迷惑になるような行為 
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   熊本城催事審査会議設置要綱（案） 

 

制定 令和  年  月  日市長決裁 

 

 （設置） 

第１条 熊本城公園における熊本市都市公園条例（昭和５２年条例第３２号）第２条第

１項第３号に掲げる興行及び第４号に掲げる催し（以下「催事」という。）の開催に

ついて審議を行うため、熊本城催事審査会議（以下「会議」という。）を設置する。 

 （審議事項） 

第２条 会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1)  熊本城公園における催事開催に係る許可基準要綱に定める仮申請の承認の可否

の審査及び付与する条件に関すること。 

(2)  前号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 会議の委員は、次に掲げる職にある者をもって組織する。 

(1)  熊本城総合事務所長 

(2)  熊本城総合事務所総務管理課長 

(3)  熊本城総合事務所復旧整備課長 

(4)  熊本城調査研究センター所長 

(5)  文化財課長 

(6)  観光政策課長 

(7)  誘致戦略課長 

２ 会議に会長を置き、熊本城総合事務所長をもって充てる。 

３ 会長に事故等あるときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。 

４ 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員を臨時委員に指名して出席さ

せることができる。 

（会議） 

第４条 会議は、会長が招集する。 

２ 会議は、委員（臨時委員を除く。）の半数以上が出席しなければ開くことができな

い。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところに

よる。 

４ 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員を会議に出席させその説明又

は意見を聴くことができる。 

 （持回り審議） 

第５条 会議の審議事項について緊急を要すると会長が認めるときは、持回りによる審
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議をすることができる。 

 （報告） 

第６条 会長は、会議の結果を市長に報告するものとする。 

 （秘密の保持） 

第７条 会議に参加したものは、議事の内容を第三者に漏らしてはならない。 

 （庶務） 

第８条 会議の庶務は熊本城総合事務所総務管理課において行うものとする。 

 （補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定

める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和 年 月 日から施行する。 
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熊本城公園における催事開催に係る使用料の減免に関する要綱（案） 

 

制定 令和  年  月  日市長決裁 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、熊本市都市公園条例（昭和５２年条例第３２号。以下「条例」という。）第

２１条第１項に基づき、熊本城公園における条例第２条第１項第３号に掲げる興行及び第４号に

掲げる催し（以下「催事」という。）に係る使用料の減免に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（使用料の減免の基準） 

第２条 減免の対象となる使用者（条例第２条第１項第３号及び第４号に規定する使用許可を受けた者

をいう。以下同じ。）、減免の対象となる催事、減免の程度その他の使用料の減免の基準は、都市公

園使用料に係る減免要綱（平成１２年１０月６日制定）の規定にかかわらず、別表に定めるところに

よるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が使用料の減免をすることが不適当と認める行為をする場合は、減

免しない。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和 年 月 日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

 

基準 減免の対象となる使用者 
減免の対象と

なる催事 
具体的事例 減免の程度 

１ (1) 熊本市及び熊本県 

(2) 熊本市若しくは熊本県と共催する団体 

地方公共団体

の事業又は行

事による使用 

熊本市主催

の大会・イ

ベント 

使用料の全額 



『熊本城みどり保存管理計画』の取組
（報告）

資料３

令和６年７月
熊本城総合事務所



熊本城総合事務所

• 令和２年度以降、倒木のおそれがあると判断された樹木322本のうち、古樹・大樹として保存する６本を
除く３１６本の撤去を進めてきた。

• 年度別の撤去本数は下表のとおり

• 今後も引き続き、日常点検や定期点検を通じて、危険木の早期発見・早期対応に努めていく。

1

令和５年度の主な取組実績

R2 R3 R4 R5 計

11 44 108 153 316
⇒ 危険木への対応が完了

１．危険木の撤去

• 危険木の撤去後、桜の保護育成の取組として、遺構保護に配慮しながら可能な限り補植を行った（撤去１９
８本に対し補植２１本、図２参照）。

• 特に行幸坂の一部においては、一新小学校の校外学習の一環として協働で植樹作業を行った。作業状況
は報道機関へ公開し、取組のPRにつなげた。

2．桜の補植

＜学習の様子＞ ＜植樹の様子＞ ＜開花状況＞

・・・管理方針01

・・・管理方針06

（R5撤去位置は図１参照）



熊本城総合事務所

• 古樹・大樹（幕末から残る樹木）を広く市民や来城者に知っていただくため、サインを設置した。

• 併せて市ホームページに古樹・大樹の紹介ページを整備（サインに掲載したQRコードから閲覧可能）。

＜サイン＞ ＜設置状況＞ ＜QRコード＞

４．古樹・大樹サインの設置

３．発生材の活用

• 公的機関を中心に活用希望の調査を行い、譲渡を行った。完成品は随時情報提供を依頼中（市民配布以外）。

2

令和５年度の主な取組実績

・・・管理方針05

・・・管理方針14

※ 「QRコード」は㈱デンソー
ウェーブの登録商標です

譲渡先 樹 種 用 途 備 考

くまもと工芸会館 桜 木工品製作 製作中

熊本市消防局 桜 拍子木作成 製作中

熊本工業高校建築科 桜 授業での活用 詳細検討中

熊本市動植物園 桜、その他 飼育スペースでの活用 製作中

金峰山少年自然の家 桜、その他 木工体験 施設リニューアル後に実施

市民等への無料配布 桜 家具・小物製作、キノコ栽培、燻製材 等 226名の申込み 3/11～17配布



熊本城総合事務所

• 令和2年度に樹木医による点検を実施し、344本※の遺構影響木（遺構に影響を及ぼす恐れのある樹木）がある
ことを確認。 ※うち、49本は危険木と重複（撤去済み）

• 確認した遺構影響木については、対応優先度評価を実施。石垣への影響を防ぐため早急に対応が必要と
判定された169本の撤去を今年度から５年かけて行う予定（R6度撤去位置は図３参照）。

• 今年度は約30本の遺構影響木を撤去予定。発生材については今後活用を検討していく。

１．遺構影響木の撤去

3

令和６年度の主な取組予定

・・・管理方針02

＜石垣の面上に生育した樹木＞ ＜石垣上部に生育した樹木＞ ＜石垣底部に生育した樹木＞

• 危険木の撤去が昨年度完了したことから、今年度から本格的にひこばえの育成に着手する。

• 「サクラ維持管理区域」を中心に、適切な間隔を考慮の上ひこばえ育成を行う桜を選定（図４参照）。

• 樹木医による経過観察や害虫対策を行い、良好な環境での育成を図るとともに、個別にカルテを作成し、
ひこばえ育成の基礎資料として活用する。

２．桜のひこばえ育成 ・・・管理方針06



熊本城総合事務所

4

図１ 危険木撤去位置図（令和5年度実績）

計 153本



熊本城総合事務所

5

図２ 桜補植位置図（令和5年度実績）

計 21本

監物台樹木園前 3本

行幸坂西側 7本
古城堀端公園 11本
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図３ 遺構影響木撤去位置図（令和6年度予定）

R6遺構影響木撤去 計30本

拡大図

第一高校
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図４ ひこばえ育成位置図（令和6年度予定）

ひこばえ育成箇所

計95本



熊本城総合事務所

健全（A）

721 本

29.0%

健全に近い（B）

669 本

27.0%

要注意（C）

1,086 本

43.8%

危険木（D）

6 本（古樹・大樹）

0.2%

参考 城内の樹木の状況

8

サクラ

750 本

26.0%

クスノキ

458 本

15.9%

ムクノキ

225 本

7.8%

エノキ

185 本

6.4%

ケヤキ

177 本

6.1%

その他

1,090 本

37.8%

健全（A）

739 本

25.6%

健全に近い（B）

688 本

23.8%

要注意（C）

1,136 本

39.4%

危険木（D）

322 本

11.2%

〈樹
種
内
訳
〉

〈
健
全
度
内
訳
〉

<令和２年度調査時点> <令和5年度末時点>

• 減少本数は危険木対応のほか、災害復旧工事の支障木や日常点検により危険と判断した樹木等の撤去によるもの

• 令和７年度に樹木医による定期点検（全木調査）を行い、健全度の更新予定

合計 2885本 合計 2482本（△403本）

〈備
考
〉

サクラ

541 本

21.8%

クスノキ

449 本

18.1%

ムクノキ

192 本

7.7%

ケヤキ

164 本

6.6%

エノキ

150 本

6.0%

その他

986 本

39.7%
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